
           
ＰＣＴ指定国移行手続きの期限管理方法 

 
ＰＣＴ出願において、国際段階から指定国への移行に際しては、様々な作業が発生します。 
一番大きな作業としては翻訳がありますが、それ以外のクライアントとのやり取りも多く 
発生します。 
 
ＫＥＭＰＯＳの外国出願システムでの管理については、指定国への移行期限の管理を中心 
に行なっていて、通常ではクライアントとの様々なやりとり（新規出願を受任してからの 
出願に至るまでの原稿作成・送付・戻りといったものと同様なもの）については、通常で 
は、その機能を設けておりません。 
 
ここでは、ＰＣＴ出願で、それらの応答の詳細などを細かく管理しようとする場合の方法 
について、説明いたします。 
その方法ですが、具体的には、出願台帳から一度、受任台帳を作成し、受任台帳にて工程 
の管理を行うというものです。 
 
そのために、受任台帳に関しては、受任番号の重複を可能としております。 
また、この方法は、拒絶理由通知への応答・オフィスアクションへの応答において、顧客 
とのやり取りを記録し、細かい期限管理を行う際にも同様に利用できるものです。 
 



 
以下、操作・設定手順を説明致します。 
１．受任種別を新規で作成します。 
 

 

 
管理項目４行目の「PCT移行期限」は新たに作成したものです。 

「管理項目」の追加は Codeの項目上でWクリック致しますと、 
「受任管理項目表」が開きますので、今回は仮に「PCT移行期限」を追加した後、 
 受任種別にて項目を設定して下さい。 
 

 



 
２．PCT出願台帳を作成します。（受任台帳からの継続でも可） 
 
指定国毎の期限管理を行われるとの事なので、国際出願手続を入力後、関連出願にて 
指定国（EP、CN、US）を「指定(PCT)」で入力し、「PCT分割」手続で指定国の台帳を 
まず作成しますが、この時に PCT出願台帳を「移管済」にしてしまうと、追加手続、期限
管理が行えなくなるので、「移管済」にはしないで下さい。 
 
               （PCT親台帳画面） 

 
                （関連出願画面） 

 



 
３．例として指定国 US特許台帳画面にて、まず「PCT国内移行準備」の手続を 
追加します。 

 
オプション→「出願種別」画面にて「手続設定」を押すと、 
各国手続設定画面の一番下の空白の行から「国内移行準備手続」を追加します。 
 

 
 
次に、同じく「オプション」メニューの「手続一括設定」にて 
出願種別を「US特許／新」、手続 IDを 1592「国内移行準備」にセットします。 

 

 
継続区分を「受任」に、受任種別 IDを「PCT移行準備」に設定します。 

 



 
４．設定が終わりましたら、指定国「US特許／新」の台帳を開いて、 
工程分類「出願」から「PCT出願の国内移行準備」手続を選択する。 

 

 
 
 経過手続画面にて「受任票」が押せる状態になりますので、必ず、 
 担当者を指定してから「受任票」ボタンを押して下さい。 

 

 
 
 

 



 
受任台帳が作成されますので、管理項目の納期に期限を入力して 
今後の期限管理を行う流れでご使用いただければと思います。 
 

 

 


